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市役所内で行われた会議について、
その内容を概略でお知らせします。
詳しくはホームページまで。

会議名など 内　容

市政の動き (９月５日～10月15日)

総合計画第１期基本計画からの見直しにあたり、市民ニーズや行
政課題をもとにした修正案について審議しました。また、国土利
用計画について，事業進捗をふまえて協議しました。

台風21号による図書館の被害状況について事務局から報告を受
けました。また、諮問事項について意見交換を行いました。

(仮称)余呉南越前ウィンドファーム発電事業に係る計画段階環境
配慮書について、事業者から説明を受け、質疑応答および意見交
換を行いました。

指定管理者候補について審査を行った結果、河毛駅コミュニテ
ィハウス関連施設は「株式会社まちづくり湖北」、虎姫駅コミ
ュニティハウス関連施設は「株式会社まちづくり虎姫」を指定
管理者候補として適当と判断しました。

第２次長浜市環境基本計画策定に向け、具体的な取組の数値目
標、重点プロジェクトについて事務局から説明を受け、質疑応
答を行いました。

台風21号による高月図書館の現状について事務局から報告を受
けました。また、諮問事項について意見交換を行いました。
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やま折りやま折り

やま折りやま折り

やま折りやま折り
のりしろ のりしろ

　市民の皆さんの声を市政に反映し、暮らしや
すいまちをつくるため、「市民からのメッセー
ジ」を募集します。「広報ながはま」や市政に
関する意見や提案をお聞かせください。
　お寄せいただいたメッセージは、市民の皆さ
んと共有するため、今後、市ホームページで掲
載する場合があります。

●飛び出す市長室「座ぶとん会議」
　市長が地域へ出向き、市民の皆さんと直接意見
交換をします。テーマは申込者が自由に設定でき
ます。詳しくは下記までお問い合わせください。
●ご意見箱
　市役所１階市民交流ロビーに、「ご意見箱」を
設置しています。
●市ホームページ
　トップページの「市へのご意見」から、
手軽に意見や提案を送ることができます。

ご利用ください長浜市の広聴制度市民の皆さんの声をお聞かせください

「市民からのメッセージ」

長浜市役所市民広報課 （ ☎６５－６５０４／FAX６５－４００６）【問合せ】
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①複数の設問がありますが、いずれかの設問への記入だけでも受け付けます。
②郵便切手は不要です。FAXでの受付もできます。
③担当課からの返事をご希望の場合は、住所・氏名・連絡先をご記入ください。
メールアドレスのみ、番地や氏名の記載がないなどの場合は匿名扱いとなり、
お返事ができません。

９月５日(水)
第１回長浜市総合計画審議会
担当課：総合政策課(☎６５ー６５０５)

９月18日(火)
第５回長浜市図書館協議会
担当課：長浜図書館(☎６３ー２１２２)

９月28日(金)
第１回長浜市環境審議会
担当課：環境保全課(☎６５ー６５１３)

10月４日(木)
第３回長浜市指定管理者委員会第３委員会
担当課：行政経営改革課(☎６５ー６７０２)

10月11日(木)
第６回長浜市図書館協議会
担当課：長浜図書館(☎６３ー２１２２)

10月９日(火)
第３回環境基本計画策定委員会
担当課：環境保全課(☎６５ー６５１３)
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11
月
11
日
は
介
護
の
日
で
す

高
齢
化
な
ど
に
よ
り
介
護
が
必
要
な
人
が

増
加
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
介
護
に
ま
つ
わ

る
課
題
は
多
様
化
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
社
会
で
は
、
多
く
の
人
が
介
護
を
身
近
な

も
の
と
し
て
と
ら
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
で
介
護
を
考
え
、
か
か
わ
っ
て
い

た
だ
く
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

介
護
に
つ
い
て
の
理
解
と
認
識
を
深
め
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
と
そ
の
家
族
、
介
護

従
事
者
等
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
地
域
社

会
に
お
け
る
支
え
合
い
や
交
流
を
促
進
す
る

観
点
か
ら
、
高
齢
者
や
し
�
う
が
い
者
等
に

対
す
る
介
護
に
関
し
、
国
民
へ
の
啓
発
を
重

点
的
に
実
施
す
る
日
と
し
て
、
「
介
護
の

日
」
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

市
で
は
住
み
慣
れ
た
地
域
で
だ
れ
も
が
い

き
い
き
暮
ら
せ
る
よ
う
、
医
療
、
介
護
、
介

護
予
防
、
住
ま
い
お
よ
び
自
立
し
た
日
常
生

活
の
支
援
が
包
括
的
に
確
保
さ
れ
る
体
制(

地

域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム)

の
推
進
を
図
っ
て
い

ま
す
。

高
齢
者
福
祉
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
つ

い
て
詳
し
く
は
、
担
当
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。


